
公立保育所の民営化について 

 保育園名 手続関係等 

相楽台保育園 
Ｒ3 年度兜台保育園に統廃合 

・継続的な利用定員の調整（新規利用募集停止等） 

・兜台保育園と交流事業の実施 

・統廃合に向けた関係機関等調整 

木津川台保育園 
Ｒ2 年度に民営化 

・三者協議会の開催 

・合同保育の実施（４月１日～） 

・議会関係手続（保育所条例改正等） 

・保護者、地域長への説明 

・補助金財産処分承認・廃園届等手続 

・移管先法人と移管に係る手続 

木津保育園分園 
Ｒ2 年度に他の子育て支援拠点 

施設として活用 

・機能移行等に係る関係機関等調整 

・議会関係手続（保育所条例改正） 

・在園児の利用調整 

・保護者、地域長への説明 

やましろ保育園分園 
Ｒ２年度に本園統合 

・本園統合に向けた関係機関等調整 

・議会関係手続（保育所条例改正） 

・保護者、地域長への説明 

子ども・子育て会議 
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